
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
百
七
十
六
号

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
五
条
の
三
の
四
第
一
項
第
五
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
三
百
十
二
号
（
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置

の
技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
七
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

送
信
装
置

１

二
つ
の
異
な
る
周
波
数
で
交
互
に
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

２

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
造
は
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
他
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
関
す
る
事
項
は
Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
勧
告
（
国

際
電
気
通
信
連
合
無
線
通
信
部
門
の
勧
告
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）Ｍ

.
1
3
7
1

に
従
う
こ
と
。



二
頁

ビ
ッ
ト
数
８

２
４

８
９
６
１
０
０
８

１
６

８
２
４
２
０
８

～
～

立
ち

ト
レ

ーニ
ン
グ

ス
タ

ート
デ

ータ
チ
ェ
ッ
ク
サ
ム

エ
ン
ド

バ
ッ
フ
ァ
領
域

上
が
り

シ

ーケ
ン
ス

フ
ラ
グ

フ
ラ
グ

メ
ッ
セ

ージ
Ｉ
Ｄ

レ
ピ

ート
ユ

ーザ

ーＩ
Ｄ

そ
の
他
の
メ
ッ
セ

ージ

表
示

（Ｍ
Ｍ
Ｓ
Ｉ

）

（固
有
の
デ

ータ

）

ビ
ッ
ト
数

６
２

３
０

最
大
９
７
０

第
一
中
三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
五
を
四
と
す
る
。


